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委託販売契約書様式３


[bookmark: _GoBack]委託者　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）と受託者　海津市（以下「乙」という。）は、次のとおり委託販売契約を締結する。

（委託販売）
第１条　甲は乙に対し、乙が管理・運営する「海津市道の駅」（以下「道の駅」という。）で農林水産物等を販売することを委託し、乙は受託する。

（商品の出荷）
第２条　甲が乙に委託する農林水産物等は、原則甲が自ら栽培又は採取した農林水産物、又は自ら栽培・育成管理又は採取した農林水産物を原材料として製造した加工食品及び商工業品等で、道の駅での販売に相応しい良質な商品でなければならない。
２　甲は、道の駅の営業日当日、乙が指定した時間までに、出荷者名、品名、金額等を記載した乙が指定するバーコードラベルを貼付し、道の駅の駅長が指定する場所に出荷する。

（販売）
第３条　乙は、甲から委託された農林水産物等を善良な管理者として販売する。

（商品の引き取り）
第４条　甲は、別に定める海津市道の駅直売所運営要領（以下「運営要領」という。）に定められた委託販売期間を遵守し、当該期間中に販売されなかった農林水産物等の全てを引き取る。

（販売手数料）
第５条　甲は、委託販売手数料として、運営要領に定められた委託販売手数料を乙に支払う。
２　前項の手数料は、乙が甲に支払うべき販売代金から差し引く。

（販売代金の支払い）
第６条　乙は商品の販売代金を毎月末日に締め、その翌月１５日（休日の場合は前営業日）に甲指定の口座に振り込んで支払う。振込手数料が発生した場合は甲の負担とする。

（秘密の遵守）
第７条　甲乙は、相互にこの契約により知り得た相手方の業務上の秘密、技術、情報等を相手方の書面による同意を得ない限り、第三者に漏洩してはならない。

（反社会的勢力の排除）
第８条　乙は、甲が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要しないで、直ちに本契約を解除することができる。
①　暴力団、暴力団関係者、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）であるとき。
②　反社会的勢力が事業活動を支配し、又は反社会的勢力と取引を行い、若しくは反社会的勢力に資金提供又は便宜供与を行う等、社会的に不相当な関係を有する法人その他の団体であるとき。
③　法人その他の団体で、その役員又は従業員のうちに反社会的勢力に該当する者がいるとき。
④　乙の役員若しくは従業員に対し、暴力、脅迫、詐術等その他違法若しくは不当な手段を用いて、要求行為その他の不法行為を行ったとき。
２　第１項に基づき本契約を解除した場合、甲に損害が生じたとしても、乙はこの責に帰すべき事由によらない限り一切の損害賠償義務を負担しない。
３　第１項に基づき本契約を解除した場合、乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償する義務を負う。
４　当事者の一方が本契約に違反したときは、相手方は催告した上で、本契約を解除することができる。

（苦情等）
第９条　甲は、出荷物に対する責任を負い、出荷物に対して返品又は苦情等があった場合は、誠意を持って対応する。

（遵守事項）
第１０条　甲は、本契約、運営要領及び乙の定めるその他の規則を遵守するものとする。

（契約解除）
第１１条　甲が、お客様への多大な損害を与えた場合、公序良俗に反する行為をした場合、又は道の駅の運営内容に反する行為等をした場合においては、乙は甲に対して本契約を解除できるものとする。

（その他の事項）
第１２条　この契約の約定に対する疑義又はこれらの約定に定めのない事項については、甲乙は誠意をもって協議する。

（有効期間）
第１３条　契約の有効期間は、契約締結日から当該年度の３月３１日までとする。
２　契約期間満了日の２か月前までに、甲乙いずれかから書面による変更・解約の申出のないときは、本契約と同一条件で更に１年間継続し、以後も同様とする。


契約成立の証として本契約書２通を作成し、甲乙が記名押印の上、各自１通を所持する。


　　令和　　年　　月　　日

（甲　　委託者）
住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　印


（乙　　受託者）
住所　　岐阜県海津市海津町高須５１５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海津市
氏名　　海津市長　横 川 真 澄　　印
